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内

閣

府

○

令
第
十
一
号

厚
生
労
働
省

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年

法
律
第
三
十
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
十
八
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
国
立
研
究
開
発
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
の
業
務
運
営
、
財
務
及
び
会
計
並
び
に
人
事
管
理
に

関
す
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
二
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎

国
立
研
究
開
発
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
の
業
務
運
営
、
財
務
及
び
会
計
並
び
に
人
事
管
理
に
関
す
る
命

令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

国
立
研
究
開
発
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
の
業
務
運
営
、
財
務
及
び
会
計
並
び
に
人
事
管
理
に
関
す
る
命
令

内

閣

府

（
平
成
二
十
七
年

令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

厚
生
労
働
省
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
業
務
方
法
書
の
記
載
事
項
の
特
例
）

（
業
務
方
法
書
の
記
載
事
項
の
特
例
）

第
三
条

研
究
所
が
法
附
則
第
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る

第
三
条

研
究
所
が
法
附
則
第
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る

業
務
（
以
下
「
承
継
業
務
」
と
い
う
。
）
、
法
附
則
第
十
四
条
第
一
項
に
規

業
務
（
以
下
「
承
継
業
務
」
と
い
う
。
）
及
び
法
附
則
第
十
四
条
第
一
項
に

定
す
る
業
務
（
以
下
「
特
例
業
務
」
と
い
う
。
）
、
法
附
則
第
十
七
条
第
一

規
定
す
る
業
務
（
以
下
「
特
例
業
務
」
と
い
う
。
）
を
行
う
場
合
に
は
、
研

項
に
規
定
す
る
業
務
（
以
下
「
革
新
的
医
薬
品
等
実
用
化
支
援
業
務
」
と
い

究
所
に
係
る
通
則
法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

う
。
）
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
（
以
下
「
後
発
医
薬
品
製
造
基

第
四
条
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
承
継
業
務
及
び
特
例
業
務
に
関
す
る
事
項

盤
整
備
支
援
業
務
」
と
い
う
。
）
を
行
う
場
合
に
は
、
研
究
所
に
係
る
通
則

と
す
る
。

法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
四
条
に
掲
げ
る

事
項
の
ほ
か
、
承
継
業
務
、
特
例
業
務
、
革
新
的
医
薬
品
等
実
用
化
支
援
業

務
及
び
後
発
医
薬
品
製
造
基
盤
整
備
支
援
業
務
に
関
す
る
事
項
と
す
る
。
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附

則

こ
の
命
令
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
施
行
の
日
（
令
和
七
年
十
一
月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


